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水生植物公園みずの森
 公園緑地課　☎561-2393　FAX561-2487

スポーツの推進
 スポーツ保健課　☎561-2432　FAX561-2488 人権

名称 所在地 開館時間 休館日

水
生
植
物
公
園

み
ず
の
森

下物町

通常
 公園9：00～17：00
 （最終入園16：30）
 アトリウム9：00～16：30
夏季（7月中旬〜8月中旬）
 公園7：00～17：00
 （最終入園16：30）
 アトリウム7：00～16：30
冬季（11月〜2月）
 公園9：30～16：00
 （最終入園15：30）
 アトリウム9：30～15：30

月曜日（月曜日
が祝日の場合は
その翌日）

名称 学区 学校開放㊟ 問い合わせ

志津
スポーツクラブ 志津学区 志津小（体） ☎090-6051-0131

（森さん）

矢倉
スポーツクラブ 矢倉学区 矢倉小（体） ☎563-6609

（八田さん）

ＡＬＬ老上
スポーツクラブ

老上学区
老上西学区

老上西小
（体）

老上西まちづくり
センター

☎565-1995

山田
スポーツクラブ 山田学区 山田小（体）

☎０８０-１４６０-８９０１
（久泉さん）
FAX562-7459

常盤クラブ
（ 常盤学区　

体育振興会）
常盤学区 常盤小（体） ☎５６８－２６９２

（堀井さん）

本協会は、草津市における体育・スポーツの振興、普及お
よび競技力向上を図り、市民の健康増進と体力増進に努
め、健康で明るい市民生活の形成に寄与することを目的
としています。
また、スポーツ大会や教室の開催、選手・指導者などの派
遣や育成、スポーツ団体の強化、スポーツ少年団の育成
など、スポーツの振興に取り組んでいます。

「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽
しむことができる社会を実現するために、その地域に住む

「皆さん」が主役となって主体的に運営する新しい形の
スポーツクラブです。

草津市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図るとともに、全
ての人があたたかい心をもち明るく住みよいまちを実現することを目的とし、「人権擁護に関する条例」を制定しているま
ちです。また、「男女の人権の尊重」などを基本理念とした「草津市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画を推
進しています。
人権侵害を見たり、聞いたりしたときは、無視せずに「なぜ」、「どうして」、「本当にそうなのか」と一歩踏み込んで考えてく
ださい。そして、みんなとあなたの人権を守るために行動してください。
同和問題をはじめとする人権問題を学ぶために、いろいろな機会を設けています。
また、男女の人権の尊重について理解を深めるため、学習会などを行っています。

人権啓発・教育

所在地

開　館

休　館

大路二丁目11-51　草津合同ビル内

月～土曜日
8：30～17：15
日曜日、祝日、12月29日～1月3日

“ぴーぷる”は、草津市立人権センターの愛称です。
人と人が差別なく、同じ人間として交流できる場に…とい
う願いが込められています。

相談日時

相談日時

相談日時

日ごろの人権にかかわるさまざまな悩みの相談や、解決
へのアドバイスを行います。秘密は厳守します。電話相談
可。相談無料です。お気軽にご相談ください。
◆  いじめられている
◆  差別をうけている
◆  虐待をうけている
◆  配偶者や恋人からのDV（ドメスティックバイオレンス）被害
◆  各種ハラスメント
◆  不当な扱いを受けている　など
人権相談員による常設相談

人権擁護委員による相談
人権擁護委員は、身近で気軽な相談相手です。
電話での相談もお受けしています。

弁護士による相談　事前予約が必要です。

火～土曜日
（月曜日・祝日・12月29日～1月3日を除く）
9：00～１２：00、１３：00～１６：00

月曜日（祝日を除く）
9：00～１２：00、１３：00～１６：00

第４火曜日（原則）　１３：3０～１６：3０

人権に関する相談をお受けしています人権センター“ぴーぷる”

人権センターでは、こんなことをしています。
◆  人権に関する相談
◆  人権に関する講座やセミナー
◆  人権に関する図書やＤＶＤの貸出
◆  人権に関する学習の資料や教材の提供および相談 など

 啓発担当　☎563-1177　教育担当　☎563-1765
　  FAX563-7070（共通）
     メール　jinkence＠city.kusatsu.lg.jp

相談専用ダイヤル
☎563-1660

 水生植物公園みずの森（指定管理施設）
☎568-2332　FAX568-0955

ホームページ

活動内容

http://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/

スポーツ教室やスポーツイベントなど

公益社団法人草津市スポーツ協会

特定非営利活動法人 くさつ健・交クラブ

学区のスポーツクラブ

 ☎568-5300　FAX568-5301

 事務局：三ツ池運動公園内
☎563-6565　FAX575-2762

活動内容
◆ スポーツ教室やスポーツイベント
◆  草津中学校の学校開放㊟など

※表中の（体）は体育館の略です。

㊟ 一部の小・中学校（体育館）の学校体育施設開放は登録事務お
よび利用調整などを各学区地域スポーツクラブに委託してい
ます。学校体育施設開放については、97ページをご覧くださ
い。

悩んでいることをかきだしてみよう!
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相談日時

場　　所

◆  人権政策に係る総合的な企画および調整
◆  同和問題に係る総合的な企画および調整

あらゆる人権問題解決のため、会員企業などを対象に研
修、啓発などを実施しています。

女性も男性も性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能
力を発揮できる社会の実現をめざし、こんなことをしてい
ます！
◆  女性の相談員が相談を受ける「女性の総合相談窓口」

男女共同参画課 ☎565-1550（9：00～16：00）
◆  起業・就労など、新たな一歩を踏み出す女性を応援する

「女性のチャレンジ応援塾」

暴力は、どんな場合であっても許されない行為です。被害
者は暴力により、ケガなど身体的な影響を受けるだけでな
く、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に陥るなど、精神的な
影響を受けることもあります。また、暴力を目撃した子ども
にさまざまな心身の症状が表れることがあります。
ひとりで悩まずに、下記などに相談してください。（緊急の
場合は、警察へ）
◆  滋賀県中央子ども家庭相談センター　☎564-7867
◆  滋賀県男女共同参画センター　☎0748-37-8739
◆  男女共同参画課　☎565-1550

◆  女性の就労支援をするため、女性のキャリアデザインや
多様な働き方を学ぶ講座を開催する「女性活躍推進事業」

◆ 「 ジェンダーに関する学習会」の開催や啓発紙「みんな
で一歩」の発行（年２回程度）

差別のない明るいまちづくりをめざして、
月間や週間の取り組みを行っています。

日常のさまざまな相談

配偶者からの暴力（DV）に悩んでいる方へ
ひとりで悩まず相談を…

月～金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）
8：45～17：30
西一会館  ☎562-5448
橋岡会館  ☎562-5864
新田会館  ☎563-1281
常盤東総合センター ☎568-0224

人権に関する取り組み

草津市企業同和教育推進協議会

人権月間・人権週間

人権相談

人権政策  人  権  政  策  課　☎561-2335　FAX561-2488
　  商工観光労政課　☎561-2356　FAX561-2486

男女共同参画  男女共同参画課　☎565-1550　FAX561-2489

 事務局：商工観光労政課　☎561-2356

企業内公正採用・
人権啓発推進月間

毎年7月

【問合先】 商工観光労政課

同和問題啓発
強調月間

毎年9月

【問合先】 人権政策課

人権週間

国連で「世界人権宣言」が採択された12
月10日を最終日として、12月4日から10
日までの1週間を人権週間と定め、法務
省では啓発活動が行われています。市に
おいても人権擁護委員などが街頭啓発
をします。

【問合先】 人権政策課

草津市　輝☆業塾

市議会  議事庶務課　☎561-2413　FAX561-2485

市議会のしくみ

傍聴

市議会だより

会議録

インターネット中継

請願・陳情

市議会には定例会と臨時会があり、定例会は年4回開か
れます。臨時会は必要に応じて開かれます。
委員会として、議案、請願などを審査するための常任委員
会、議会の議事運営を協議する議会運営委員会、特定事
件を審査、調査するための特別委員会があります。

本会議および委員会は、誰でも傍聴することができます。
また、本会議の傍聴に手話通訳を希望される場合は、事
前に議会事務局にお問い合わせください。
●本会議
傍聴を希望する人は、本会議当日に市役所４階の議場入
り口の受付にて、受付簿に必要事項を記入してください。
●委員会
傍聴を希望する人は、委員会当日に市役所３階の議会事
務局にて、受付簿に必要事項を記入してください。

アプリ配信
⃝マチイロ　⃝sidebooks(ちいき本棚)

年４回発行しています。
市議会ホームページやアプリから
ご覧いただけます。

議会図書室、情報公開室、図書館などでご覧いただけま
す。また、市議会ホームページに掲載している「市議会会
議録」でも、ご覧いただけます。

市議会ホームページから本会議のライブ中継および過去
の録画映像をご覧いただけます。
なお、ライブ中継および平成２８年９月定例
会以降の録画映像は、スマートフォン・タブ
レット端末での視聴も可能です。

⃝  請願・陳情者は、趣旨、提出年月日、請願（陳情）者の住
所を記載のうえ、請願（陳情）者が署名または記名押印
し、議長あてに提出してください。

⃝  請願については、紹介議員（１名以上）の署名または記

市議会機構図

総 務 常 任 委 員 会
文教厚生常任委員会
産業建設常任委員会

議　会

議会運営委員会

常 任 委 員 会

特 別 委 員 会

名押印が必要です。陳情については、紹介議員を必要
としませんが、議会での審査は行われません。

⃝  本市議会では、議長、副議長、付託される委員会（付託
委員会は請願内容によって決定されます。）の委員は、
申し合わせにより請願の紹介議員になることはできま
せん。

⃝  請願はいつでも議会事務局で受付していますが、定例
会開会の概ね７日前に開催される議会運営委員会の
前日までに提出されなければ、次回定例会の取り扱い
となります。
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